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■
「
都
市
計
画
公
園
・
緑
地
の
整
備

方
針
」（
中
間
の
ま
と
め
）
へ
ご
意
見

・
ご
提
言
を

　

都
市
計
画
公
園
・
緑
地
の
整
備
を

計
画
的
・
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
、

都
区
市
町
村
が
共
同
で
整
備
方
針
の

策
定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
中
間

の
ま
と
め
で
は
、
今
後
、
優
先
的
に

整
備
す
る
公
園
・
緑
地
を
選
定
す
る

考
え
方
な
ど
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
、
東
京
都
都
市
整

備
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.

toshiseibi.m
etro.tokyo.jp/

）

や
左
記
窓
口
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

ご
意
見
・
ご
提
言
は
、
７
月　

日
３１

�
ま
で
に
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

﹇
郵
便
﹈
〒　

―
８
０
０
１
東
京
都

１６３

都
市
整
備
局
公
園
緑
地
計
画
担
当

（
�　

・
５
３
８
８
・
３
２
６
４
）

０３

﹇
F
A
X
﹈　

・
５
３
８
８
・
１
３

０３

５
４
﹇
Ｅ
メ
ー
ル
﹈S0000180@

section.m
etro.tokyo.jp

﹇
問
合

せ
先
﹈
緑
と
清
流
課

■
中
小
企
業
事
業
者
の
皆
さ
ん
へ
〜

新
し
い
利
子
補
給
制
度
を
始
め
ま
す

　

市
内
の
中
小
企
業
事
業
者
を
対
象

に
、
金
融
機
関
が
販
売
す
る
市
が
指

定
し
た
融
資
商
品
を
利
用
し
た
場
合

に
、
借
入
日
か
ら
２
年
間
、　

万
円

３００

を
限
度
に
年　

％
以
内
の
利
子
補
給

１．５

を
行
い
ま
す
。

﹇
指
定
融
資
商
品
﹈
多
摩
中
央
信
用

金
庫
「
Ｗ
ｉ
ｎ
」、
八
王
子
信
用
金
庫

「
ア
シ
ス
ト
」﹇
開
始
﹈
７
月
１
日
�

以
降
、
実
行
分
か
ら
﹇
問
合
せ
先
﹈

産
業
振
興
課
商
工
係

■
市
民
税
・
都
民
税
納
税
通
知
書
に

同
封
し
た
お
知
ら
せ
の
訂
正

　

６
月
７
日
付
で
発
送
し
た
、
平
成

　

年
度
市
民
税
・
都
民
税
納
税
通
知

１７書
に
同
封
し
た
「
平
成　

年
度
市
民

１７

税
・
都
民
税
に
つ
い
て
」
の
﹇
変
更

点
に
つ
い
て
﹈
�
�
の
表
中
、
短
期

譲
渡
（
軽
減
分
）
の　

年
度
の
税
率

１６

欄
の
Ｂ
の
部
分
に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。
次
の
と
お
り
訂
正
し
て
お
わ
び

し
ま
す
。

 
﹇
問
合
せ
先
﹈
市
民
税
課

■
教
育
委
員
会
平
成　

年
度
第
４
回

１７

定
例
会

﹇
日
時
﹈
７
月　

日
�
午
後
２
時
か

１４

ら
﹇
問
合
せ
先
﹈
教
育
部
庶
務
課

■
第　

回
日
野
市
都
市
計
画
審
議
会

１６

﹇
日
時
﹈
７
月　

日
�
午
前　

時
か

２５

１０

ら
﹇
会
場
﹈
市
役
所
６
階
全
員
協
議

会
室
﹇
付
議
予
定
案
件
﹈（
仮
称
）
日

野
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
案
）
に
つ

い
て
﹇
傍
聴
定
員
﹈
先
着　

人
※
当

１０

｛（課税短期譲渡所
得－特別控除）×通
常の税率�課税総所
得×通常の税率）×
１１０％

誤

｛（課税短期譲渡所
得－特別控除＋課税
総所得）×通常の税
率－課税総所得×通
常の税率｝

正

日
午
前
９
時　

分
〜
９
時　

分
に
市

３０

５０

役
所
３
階
都
市
計
画
課
窓
口
で
受
け

付
け
﹇
問
合
せ
先
﹈
都
市
計
画
課

 
■
「（
仮
称
）
日
野
市
観
光
ま
ち
づ
く

り
基
本
構
想
・
基
本
計
画
」
策
定
市

民
委
員

　

市
で
は
、「
観
光
」
を
テ
ー
マ
に
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、「（
仮

称
）
日
野
市
観
光
ま
ち
づ
く
り
基
本

構
想
・
基
本
計
画
」
を
策
定
す
る
予

定
で
す
。
市
内
に
あ
る
観
光
施
設
や

企
業
を
活
性
化
し
、
賑
わ
い
の
あ
る

商
店
街
や
日
野
ブ
ラ
ン
ド
の
創
設
な

ど
、
新
し
い
日
野
市
の
顔
と
な
る
資

源
を
開
発
し
、
活
用
す
る
た
め
の
積

極
的
な
提
案
を
い
た
だ
け
る
市
民
委

員
を
募
集
し
ま
す
。

﹇
募
集
人
数
﹈
若
干
人
※
申
込
多
数

の
場
合
は
書
類
選
考
で
７
月
末
日
ま

で
に
決
定
﹇
応
募
方
法
﹈
７
月　

日
１５

�
（
必
着
）
ま
で
に
郵
送
で
。
作
文

（
日
野
市
の
観
光
に
つ
い
て
の
考
え

や
提
案
を
１
千　

字
以
内
）、
住
所
、

６００

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
を
記
入
し
、
〒　

―
８
６

１９１

８
６
日
野
市
役
所
産
業
振
興
課
へ

■
景
観
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
メ
ン
バ
ー

 　

近
年
、
急
速
な
都
市
化
の
終
息
に

伴
っ
て
、
美
し
い
街
並
み
な
ど
の
良

好
な
景
観
に
関
す
る
関
心
が
高
ま

り
、
価
値
観
の
転
換
点
を
迎
え
て
い

ま
す
。
現
在
、
検
討
中
の
「（
仮
称
）

日
野
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
（
案
）」
で ▲日野にふさわしい景観を考えましょう

も
、
市
民
の
方
々
か
ら
景
観
に
つ
い

て
の
意
見
を
数
多
く
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
平
成　

年
に
制
定
さ
れ

１６

た
景
観
法
に
つ
い
て
も
み
な
さ
ん
の

関
心
が
高
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
こ
で
、
今
年
度
に
５
回
程
度
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
研
究
会
）
を
行
い
、

ど
の
よ
う
な
景
観
が
日
野
に
ふ
さ
わ

し
い
か
考
え
て
い
き
ま
す
。

﹇
内
容
﹈
ま
ち
歩
き
、
大
切
に
し
た

い
景
観
の
話
し
合
い
、
意
見
と
り
ま

と
め
な

ど

﹇
対
象
﹈
市
内
在
住
・
在
勤

者
﹇
申
込
み
﹈
７
月　

日
�
ま
で
に

１５

郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
の
電
子
申
請
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
。

応
募
の
理
由
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒　

―
８
６

１９１

８
６
日
野
市
役
所
都
市
計
画
課
（
�

　

・
４
４
８
３
�tosikei@

city.

５８３

hino.tokyo.jp

）
へ

■
日
野
市
町
名
地
番
整
理
審
議
会
市

民
委
員

　

町
名
地
番
整
理
審
議
会
は
、
歴

史
、
文
化
、
暮
ら
し
の
観
点
か
ら
町

の
名
前
を
整
理
し
て
い
く
方
針
を
審

議
す
る
た
め
の
場
で
す
。

﹇
任
期
﹈
２
年
﹇
対
象
﹈　

歳
以
上

２０

で
市
内
に
１
年
以
上
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、

市
の
町
名
地
番
整
理
に
関
心
が
あ

り
、
積
極
的
に
関
与
す
る
意
思
の
あ

る
方
※
現
在
、
他
の
審
議
会
な
ど
の

委
員
に
な
っ
て
い
る
方
を
除
く
﹇
募

集
人
数
﹈
３
人
﹇
応
募
方
法
﹈
７
月

　

日
�
ま
で
に
書
面
で
。
応
募
理

１９由
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
生
年
月

日
、
性
別
、
職
業
、
居
住
年
数
、
電

話
番
号
、
そ
の
他
の
連
絡
先
を
記
入

し
、
〒　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所

１９１

都
市
計
画
課
へ

■
臨
時
職
員
（
若
年
者
向
け
）

　

就
職
を
希
望
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
若

年
者
の
方
を
臨
時
職
員
と
し
て
採
用

し
、
市
事
業
の
充
実
を
図
る
と
と
も

に
、
市
役
所
で
の
勤
務
経
験
を
新
た

な
就
職
活
動
に
役
立
て
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

※
雇
用
期
間
中
に
調
理
師
資
格
取
得

試
験
等
を
受
験
さ
れ
る
方
に
、
受
験

料
を
支
援
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す

﹇
職
種
﹈
�
給
食
調
理
員
�
事
務
職

員
﹇
雇
用
期
間
﹈
９
月
〜
平
成　

年
１８

３
月
の
原
則
月
曜
〜
金
曜
日
（
�
は

８
月
か
ら
）
で
１
日
�
６
時
間
�　
７.５

時
間
※
社
会
保
険
適
用
﹇
報
酬
﹈
時

給　

円
と
交
通
費
﹇
応
募
資
格
﹈
市

８５０
内
在
住
の
昭
和　

年
４
月
２
日
〜
昭

５４

和　

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
方

６２
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

及
び
同
等
以
上
の
学
校
を
卒
業
し
た

方
﹇
募
集
人
数
﹈
�
２
人
�
１
人

﹇
選
考
方
法
﹈
書
類
選
考
及
び
面
接

﹇
必
要
書
類
﹈
所
定
の
採
用
申
込
書

（
市
役
所
３
階
産
業
振
興
課
で
土
曜

・
日
曜
日
を
除
く
午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時　

分
に
配
布
）、
最
終
学

１５

歴
の
卒
業
証
明
書
﹇
応
募
方
法
﹈
７

月
１
日
�
〜　

日
�
に
必
要
書
類
を

１１

本
人
が
市
役
所
３
階
産
業
振
興
課
に

持
参
※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
郵

送
、
代
理
人
に
よ
る
申
し
込
み
は
不

可
。
面
接
日
時
等
、
詳
細
は
申
込
者

に
別
途
連
絡
﹇
問
合
せ
先
﹈
産
業
振

興
課

■
国
勢
調
査
員

﹇
活
動
期
間
﹈
９
月
上
旬
〜　

月
中

１０

旬
﹇
資
格
﹈　

歳
以
上
で
責
任
を
も

２０

っ
て
調
査
事
務
を
行
え
る
方
※
警

察
、
税
務
及
び
選
挙
に
直
接
関
係
の

あ
る
方
を
除
く
。
希
望
に
添
え
な
い

地
域
も
あ
り
ま
す
﹇
募
集
人
数
﹈
約

　

人
﹇
報
酬
﹈
国
の
基
準
に
基
づ
き

８５０支
給（
５
万
円
程
度
）﹇
応
募
方
法
﹈７

月　

日
�
ま
で
に
所
定
の
用
紙
（
市

１５
役
所
４
階
総
務
課
統
計
担
当
・
１
階

市
民
相
談
窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田

駅
連
絡
所
に
あ
り
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
〒　
１９１

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
総
務
課
統

計
担
当
へ

■
母
子
保
健
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　

生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て

い
る
母
子
保
健
の
事
業
で
、
親
子
の

見
守
り
や
手
助
け
の
活
動
で
す
。
子

育
て
や
子
ど
も
に
関
心
が
あ
る
方
、

体
力
に
自
信
の
あ
る
方
を
募
集
し
ま

す
。

﹇
申
込
み
先
﹈
健
康
課
（
�　

・
４

５８１

１
１
１
）

■
健
康
課
臨
時
職
員

﹇
職
種
﹈
管
理
栄
養
士
（
訪
問
栄
養

相
談
が
で
き
る
方
）﹇
応
募
資
格
﹈
概

ね　

歳
ま
で
の
方
﹇
募
集
人
数
﹈
若

５０
干
人
﹇
応
募
方
法
﹈
７
月　

日
�
ま

１５

で
に
履
歴
書
（
写
真
添
付
）
及
び
資

格
証
の
写
し
を
、
〒　

―
０
０
１
１

１９１

日
野
本
町
１
の
６
の
２
生
活
・
保
健

セ
ン
タ
ー
内
健
康
課
（
�　

・
４
１

５８１

１
１
）
へ
郵
送
か
本
人
が
持
参

■
市
立
病
院
臨
時
職
員

﹇
職
種
﹈
助
産
師
・
看
護
師
﹇
資
格
﹈

有
資
格
者
で
健
康
な
方﹇
募
集
人
数
﹈

若
干
人
﹇
応
募
方
法
﹈
履
歴
書
（
写

真
添
付
）
及
び
資
格
証
の
写
し
を
、

〒　

―
０
０
６
２
多
摩
平
４
の
３
の

１９１
１
市
立
病
院
総
務
課
（
�　

・
２
６

５８１

７
７
）
へ
郵
送
か
持
参

�

�

�

�
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これまでの小児科外来

　市立病院小児科外来は大学からの医
師派遣終了のため、１月から一部の専
門外来と救急外来のみとなっていまし
た。その間、市民ならびに近隣の皆さ
んにご心配とご不自由をおかけし、心
よりおわびします。
　この春から新任の医師により小児科
診療体制を検討し、その一環として４
月２１日から木曜日午前に限り外来診療
を開始していますが、６月２０日から
は、月曜～金曜日午前の枠で外来診療
を再開しました。また、午後の各種専
門外来についても、今後、一層の充実
を図る方針です。

よりよい医療のためにご協力ください

　しかし、医院・診療所と病院が協力
してより良い医療を実現するために、
当院小児科外来の診療は、医療機関か
らの紹介患者さんを中心に診療させて
いただくことをご理解ください。つま
り、お子さんの具合が悪いときはまず
かかりつけの小児科の先生を受診し、
そのかかりつけの先生が市立病院での
検査・治療や入院が必要と診断された
場合、ご紹介のうえ受診いただくとい
うことです。その際には再度の受診の
ため、原則として優先的に診療しま

す。その後当院での診療が終了した外
来患者さんは、積極的にかかりつけ医
へ再紹介させていただきます。もちろ
ん、緊急の場合は外来診察と並行して
対応します。
　なお、当院は分娩施設のため、小児
科医師は新生児の救命救急医療にも従
事しています。このため、午前９時の
外来診療開始時間が若干遅延する場合
がありますのでご了承ください。

平日の時間外や休日の診療体制

　他の医療機関による小児科夜間救急
の一助として、当院では現在火曜日に
小児科医師が夜間救急対応をしていま
す。また、日野市医師会で行っている
水曜・金曜日の平日準夜こども応急診
療所もご利用ください。こちらも市立
病院での検査・治療や入院が必要と判
断した場合には当院の小児科医師が対
応します。
　なにかと不行き届きの点もあるかと
存じますが、市民ならびに近隣在住の
お子さんの医療、保健、福祉の向上に全
力を傾けます。皆さんのご協力をお願
いします。
 
　日野市立病院院長　　市原　眞仁
　副院長兼小児科部長　宮川　三平
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